
年
金
時
効
特
例
法

法
律
の
概
要

●
今
ま
で
の
取
り
扱
い

　

年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
た
結

果
、
年
金
が
増
額
さ
れ
た
場
合
で

も
、
時
効
消
滅
に
よ
り
直
近
の
５

年
間
分
の
年
金
に
限
っ
て
お
支
払

い
し
て
い
ま
し
た
。

●
今
後
の
取
り
扱
い

「
年
金
時
効
特
例
法
」
の
成
立
に

よ
り
、
時
効
消
滅
に
よ
り
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
分
も
、

全
期
間
さ
か
の
ぼ
っ
て
お
支
払
い

し
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

●
既
に
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
て

い
る
方

①
年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
年
金

が
増
え
た
が
、
従
来
、
過
去
の
増

額
分
は
時
効
消
滅
に
よ
り
直
近
の

５
年
間
分
の
年
金
に
限
っ
て
お
支

払
い
し
て
い
た
方

〔
老
齢･

障
害･

遺
族
年
金
の
時
効

消
滅
分
が
全
期
間
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
払
わ
れ
ま
す
〕

②
年
金
記
録
の
訂
正
に
よ
り
年
金

の
受
給
資
格
が
確
認
さ
れ
、
新
た

に
年
金
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た

が
、
従
来
、
過
去
の
分
は
時
効
消

滅
に
よ
り
直
近
の
５
年
分
の
年
金

に
限
っ
て
お
支
払
い
し
て
い
た
方

〔
老
齢･

障
害･

遺
族
年
金
の
時
効

消
滅
分
が
全
期
間
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
払
わ
れ
ま
す
〕

③
①
や
②
に
該
当
す
る
方
が
、
亡

く
な
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
遺
族
の
方

〔
未
支
給
年
金
の
時
効
消
滅
分
が

支
払
わ
れ
ま
す
〕

※
遺
族
の
範
囲
は
、
亡
く
な
っ
た

当
時
、
そ
の
方
と
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
た
方
に
限
り
、
配
偶
者
、

子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟

姉
妹
の
順
と
な
り
ま
す
。

●
今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ

る
方

④
今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ

た
結
果
、
従
来
で
あ
れ
ば
、
上
記

①
〜
③
と
同
じ
よ
う
に
、
過
去
の

分
は
直
近
５
年
間
分
の
年
金
に

限
っ
て
お
支
払
い
す
る
こ
と
と
な

る
方

〔
増
額
さ
れ
た
老
齢･

障
害･

遺
族

年
金
や
未
支
給
年
金
が
支
払
わ
れ

ま
す
〕

必
要
な
手
続

●
今
後
、
年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ

る
方

記
録
の
訂
正
の
手
続
以
外
に
特
別

の
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

年
金
記
録
の
訂
正
に
合
わ
せ
て
自

動
的
に
手
続
き
を
行
い
、
５
年
を

経
過
し
た
分
の
年
金
額
も
お
支
払

い
し
ま
す
。

●
既
に
、
年
金
を
受
給
開
姶
後
に

年
金
記
録
が
訂
正
さ
れ
て
い
る
受

給
者
の
方

・
で
き
る
限
り
簡
単
に
手
続
き
を

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
あ
ら
か

じ
め
必
要
な
記
載
事
項
を
印
宇
し

た
用
紙
を
順
次
発
送
い
た
し
ま

す
。（
平
成
19
年
９
月
〜
）

・
今
す
ぐ
に
手
続
き
を
し
て
い
た

だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
の
場

合
に
は
、
お
近
く
の
社
会
保
険
事

務
所
に
、必
要
な
書
類
を
提
出（
ま

た
は
郵
送
）
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
郵
送
で
手
続
き
を
さ
れ
る
際
に

必
要
と
な
る
用
紙
は
、
問
い
合
わ

せ
先
か
ら
取
り
寄
せ
て
い
た
だ
く

か
、
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
手
続
き
か
ら
支
払
い
ま
で
の
期

間
は
、
２
〜
３
カ
月
程
度
で
す
。

支
払
い
の
前
に
、
審
査
結
果･

振

込
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

年
金
記
録
の
確
認

　

あ
な
た
の
年
金
記
録
は
、国（
社

会
保
険
庁
）
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
安
心
し
て

い
た
だ
く
た
め
に
、
あ
な
た
の
年

金
記
録
の
確
認
を
し
ま
す
。

長
島
町
役
場
の
窓
口
で
年
金
相
談

を
受
け
付
け
ま
す

　

役
場
の
窓
口
で
、
社
会
保
険
事

務
所
へ
の
年
金
記
録
紹
介
の
取
り

次
ぎ
を
行
い
ま
す
。
数
日
後
に

は
、
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
回
答

が
届
き
ま
す
。

　

そ
の
場
で
確
認
し
た
い
方
は
、

社
会
保
険
事
務
所
と
の
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
で
年
金
記
録
を
確
認
い
た
し

ま
す
。（
少
々
時
間
が
か
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
）

年
金
相
談
の
受
付
は
、
次
の
と
お

り
行
っ
て
い
ま
す
。

平
日　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分

場
所　

町
民
福
祉
課　

総
合
管
理
課

社
会
保
険
事
務
所
の
出
張
相
談
所

が
開
設
さ
れ
ま
す

　

川
内
社
会
保
険
事
務
所
が
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
持
参
し
、
そ
の
場
で

年
金
記
録
を
確
認
し
ま
す
。

開
設
日　

平
成
19
年
８
月
21
日

（
火
）　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

会
場　

長
島
町
役
場
指
江
庁
舎

川
内
社
会
保
険
事
務
所
で
あ
な
た

の
年
金
記
録
を
確
認
し
ま
す

　

平
日
は
、
午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
７
時
ま
で
年
金
記
録
の
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
電
話
や

文
書
で
の
紹
介
も
で
き
ま
す
。

川
内
社
会
保
険
事
務
所

℡
０
９
９
６
‐
２
２
‐
５
２
７
６

24
時
間
年
金
あ
ん
し
ん
ダ
イ
ヤ
ル

０
１
２
０
‐
６
５
‐
７
８
３
０

【
問
い
合
わ
せ
先
】

川
内
社
会
保
険
事
務
所

℡
０
９
９
６
‐
２
２
‐
５
２
７
６

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

℡
０
５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５

７
月
６
日
か
ら
年
金
時
効
特
例
法
が
施
行
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